
 目的について 

１ 目的【第一条】 
■ 東京都、都民及び保護者の責務を明らかにするとともに、都民が自らの意思で受動喫煙を避ける 
 ことができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防 
 止することを目的とする 

  ＜参考：受動喫煙による健康影響＞ 


